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       東日本大震災に係る統計センターの対応状況     【別紙２】 
（平成２３年３月～２５年３月）  

区分 対応業務 対応内容 

製表業務関係 

平成22年国勢調査 

・被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、被害状況を把握するために新たに小地域概数集計を 
 行うため、製表に係る要員及びスケジュールの調整、プログラムの早期開発、被災３県のデータチェック審査  
 事務及び産業大分類符号格付事務の早期着手の実施により対応。 
・仙台市からの調査票情報の提供依頼に基づくプログラム開発を実施。 
・総務省統計局からの依頼により、人口等基本集計、職業等基本集計及び小地域集計に係る被災３県（岩手県、 
 宮城県、福島県）の結果について、要員及びスケジュールの調整により、優先して集計を行い対応。 

平成21年経済センサス  
     ‐基礎調査 

・確報集計について、被災対象県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、千葉県)の事業所について、震災の影響を 
 把握することを目的として、被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により早期公表することとなり、 
 要員及びスケジュールの調整を行い、被災対象県の結果表審査を優先的に行うなど、業務を前倒しして対応。 

労働力調査 

・震災発生直後において、通勤可能な範囲での出退勤による要員不足が生じ、急遽、他調査担当の要員を投入す 
 るため、業務体制の再編成を臨時に行い、業務を遅滞なく完了。また、運送網が寸断し、調査票を期日までに 
 届けられなくなった茨城県庁に職員を派遣し、調査票を回収の上、集計に間に合わせた。 
・被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、平成23年３月調査分から、被災３県(岩手県､宮城県、 
 福島県）を除いた集計を実施。平成23年９月調査分からは、被災３県で一定の割合の標本が確保できることと 
 なったため、全国の集計を再開。ただし、前年及び前月比較の観点から、被災３県を除く44県分の集計につい 
 ては平成24年12月調査分まで継続し、23年９月調査分からは被災３県を除く集計と全国の集計を実施。 
・また、被災３県を除く基本集計及び詳細集計の月次、四半期、年及び年度平均の結果について、平成21年１月 
 調査分から23年２月調査分までの遡及集計を実施。 
・さらに、平成23年５月調査分から､被災３県から提出された調査票について､調査票読み取りからデータチェッ 
 クまで行い、個別データを作成し、総務省統計局に提出。 

小売物価統計調査 
 （消費者物価指数） 

・被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、平成23年３月調査分及び４月調査分の一部品目に係 
 る東日本地域の15県庁所在市別小売価格について、小売価格の影響を早期に把握するための資料として集計す 
 ることとなり、集計用個別データの作成を早期に行い、平成23年４月28日及び５月11日の速報値公表に対応。 

家計調査 

・震災発生直後において、通勤可能な範囲での出退勤による要員不足が生じ、急遽、他調査担当の要員を投入す 
 るため、業務体制の再編成を臨時に行い、超過勤務も行って、業務を遅滞なく完了。 
・被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、平成23年３月調査分公表後に提出された宮城県及び 
 福島県の家計簿を取り込んだ遡及演算を行い、７月中旬に集計を実施。 

個人企業経済調査 
・被災自治体の要請による総務省統計局の依頼により、動向調査平成23年１～３月期、４～６月期及び22年構造 
 調査の集計については、岩手県、宮城県及び福島県内の８市町村を除いて集計を実施。動向調査７～９月期調 
 査についても、宮城県の一部を除いて集計を実施。 

サービス産業動向調査 

・被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により､平成23年３月調査分速報集計について､被災４県（岩 
 手県、宮城県、福島県、茨城県）を除いて集計を実施。その後、６月上旬までに提出された被災４県の調査票 
 を含めた３月調査分仮確報集計を６月下旬に実施。あわせて、震災の影響を捉えるために東日本と西日本に分 
 けた集計の依頼があり、平成22年１月調査分から23年２月調査分の公表済み結果の遡及集計を６月中旬に実施 
 し、３月調査分仮確報集計からは、毎月、東日本と西日本とに分けた集計も実施。 17 




